
皆 様 の ご 協 力 に よ り 新 し い 自 治 会 館 が で き ま し た 。

ご 理 解 を い た だ き あ り が と う ご ざ い ま し た 。

回覧



会館利用の流れ

団体登録

利用予約

登録種類
(利用頻度)

定期利用

随時利用

会館利用

火気の使用は、お断りします。

会館前の利用予約ボードに掲示された予約表に記入して予約してください。

会館利用登録申請書に、必要項目を記載をして担当役員に提出してください。

自治会館利用規程の内容を理解いただき、条項に則した利用をお願い致します。

予約開始時期

２ヶ月前の月初１日

１ヶ月前の月初１日

備考

登録した曜日、時間、頻度の範囲内に限る

空いていれば予約可能

利用時間は平日の午前9時から午後10時まで

駐車場は、２台まで使用できます。(無料)

毎年４月に登録の更新をお願い致します。

利用する日時の時間帯に手書きで登録団体名を記入

予約開始時期は１～２ヶ月前

営利目的、公序良俗を乱す、構成員参加者いずれにも自治会員が

含まれない、等の場合は利用許可を与えないことがあります。

利用料は無料　ただしエアコンの使用は有料(100円/時/台)

土日は、自治会で使用します。空き状況は自治会長にお尋ねください。

利用責任者は台帳に利用後の確認を記録する、

整理、整頓、清掃、戸締りを予約時間内に終える、

近隣の方々や次の利用者へ配慮すること、等の順守

団体登録時の利用頻度の種類により変わります。

石田自治会館の利用方法

（会館利用登録申請書の用紙は、担当役員にご連絡ください。）

　自治会館を利用する場合は、まず「団体登録」をしていただきます。
　登録後に、会館前の「利用予約ボード」の空き時間に予約を書き入れ使用します。
　スポーツ、お茶会、手芸などなど、下記の方法で地域の方々との交流に是非ご利
用ください。

団体名、代表者、担当者、使用目的、利用頻度など

自治会で内容を確認し承認の後、登録完了の連絡と

利用方法の詳細をお伝えします。

▽石田自治会

石田自治会館利用予約ボード



様式１

 次のとおり、伊勢原市石田自治会館を利用したいので、利用者登録の申請をいたします。 

フ リ ガ ナ 

氏名

電話番号
メール(任意)
フ リ ガ ナ 

氏名

電話番号
メール(任意)
フ リ ガ ナ 

氏名

電話番号
メール(任意)

受付年月日
受付担当役員

担
当
者
②

フ リ ガ ナ 予約用略称

□新 規 □変 更（見え消・赤字）□抹消

伊勢原市石田自治会館利用者新規（変更・抹消）登録申請書
伊勢原市石田自治会　会長宛て

申請年月日 (西暦) 年　　　月　　　日

受付
結果
事務
処理
欄．

   年  月  日 確認年月日 　　　年　　月　　日
確認役員

　　　　　　ー　　　　　ー
　　　　　　　　　　　　　＠

利用登録の
可否

□①可 □②否（理由：                  ）

登録番号
西暦下２桁 通し番号(101～) 変更履歴(01～)

～～～ 受付結果は、次のとおりです。(コピーをお渡します。) ～～～

利用頻度
□定期    　 曜 　   ∼       時     回/月 登録時調整要 前々月1日から予約可

□随時　　　　　　　　  　　　       登録時調整不要 前月1日から予約可

利
用
目
的
等

活動内容
利用方法

会員数（MAX　　　名）

住 所 
〒　　　　－　　　　　

　　　　　　　　　　　　　＠

　　　　　　ー　　　　　ー
　　　　　　　　　　　　　＠

団体名等 

代
表
者

住 所 
〒　　　　－　　　　　

担
当
者
①

住 所 
〒　　　　－　　　　　

　　　　　　ー　　　　　ー

※利用者登録ホルダーに、番号順に保管 伊勢原市石田自治会




